




別添

利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場
所（該当箇所を記入）

岩場

浅瀬

河川域

防波堤

定置網
山口県長門申埠

i/ 仙函

養殖施設

その他

自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法
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GPSプロッターを使用し、自船の位置及び航路を確認する。
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